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災害時（風水害･大規模地震〈震度５強以上〉等）の緊急対応について
栃木市立静和小学校

災害時（風水害･大規模地震〈震度５強以上〉等）発生

備 考

通信が不可能な場合 通信が可能な場合

★登校させないでください。 ★自宅で待機してください。 [校長・教頭]

登校前 ○保護者と共に自宅で待機するか、安全な ○臨時休校または始業時刻を変更す メール配信等

場所に避難してください。 る必要が生じたときは、今後の対

応について連絡メール等でお知ら

せします。

★保護者または代替引取人が迎えに ☆下校時刻を変更する必要性が生じ [校長・教頭]

来てください。 たときは、下校時刻や待機場所等 メール配信等

○代替引取人については、必ず児童が顔や について連絡メール等でお知らせ [担任]

在校時 名前を知っている方にお願いしてくださ します。 児童引き渡し

い。 ○代替引取人に依頼する場合は、引 確認(名簿)

○待機場所は、校庭か昇降口です。 き取り人が誰か学校へお知らせく [無担]

○迎えがあるまで、児童は学校に留め置き ださい。 待機児童保護

ます。

★登校時、下校時は、最寄りの安全 ☆児童の所在確認または所在案内を [校長・教頭]

な場所(友人・こども110番の家等) 連絡メール等で行います。 連絡メール配

に一時避難してください。 信等

登校時 その後、学校に近い場合や家に大人がい [担任]

下校時 ない場合は、学校に避難してください。 地区巡視

自宅が近く、大人が家にいる場合は自宅 (各担当地区)

に避難してください。 [無担]

○職員が地区巡視を行います。児童を学校

へ避難誘導する場合もあります。 学校待機児童

○通学路で地震にあった場合、どこに避難 保護

するか、事前に家庭で話し合っておいて

ください。

※ 大規模地震発生(栃木市で震度５強以上)の場合、原則として、何の連絡がなくても、保護者や代替引

取人の方にお子さんを迎えに来ていただくことが基本となります。

（電話や緊急メールが不通になることが予想されます。）

※ 児童の安否確認、連絡等、必要に応じて、臨機応変に学校から各家庭へ緊急メールや電話での連絡に努

めます。

※ 電話での学校への問い合わせは控えてください。

（電話回線が混雑し、大切な用件が伝えられなくなることが想定されます。）

○ ご家庭でも、避難場所や避難方法などを折に触れ、繰り返し、よく話し合っておいてください。
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